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第９章 土地改良事業 
 
９－１ 土地改良事業について 
 
市街化調整区域の道路は土地改良事業の中で農道として建設整備される。浜松市では今日までに 284

か所で土地改良区を持った。内訳は国営 1、県営 10、団体営 129 それに非補助事業 144 である。 
１ 土地改良事業とは 
土地の利用を増進するための事業で、農地としての利用を増進させるための事業である。なお、宅地

としての利用を増進するための事業として、土地区画整理事業がある。 
○ 土地改良法により行う事業（土地改良法第２条） 
① 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設（土地改良施設）の新

設、管理、廃止又は変更 
② 区画整理 
③ 農用地の造成 
④ 埋立て又は干拓 
⑤ 農用地又は土地改良施設の災害復旧 
⑥ 農用地に関する権利並びにその農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権

利及び水の使用に関する権利の交換分合 
⑦ その他農用地の改良又は保全のため必要な事業 

２ 土地改良事業の施行 
① 土地改良区による施行 
② 国又は都道府県による施行 
③ 農業協同組合等による施行 
④ 事業参加資格者数人の共同による施行 
⑤ 市町村による施行 

３ 土地改良区とは 
  土地改良法の定めるところより、一定の地域内の農業用用排水施設、農業用道路等の新設、改良、

管理などの土地改良事業の施行を目的として、地域内の農用地等の所有者 15名以上により組織され、

都道府県知事の認可を受け設立される法人である。 
  土地改良区には、議決機関として、総会又は総代会が置かれている。また、役員として、理事及

び監事が置かれている。 
４ 補助金に該当する事業 
 (1) 土地改良事業補助金 

事   業   名 事業区分（※） 備    考 
団体営農道整備（樹園地）事業 農道事業 16･17･18 年度は、事業無し 
県営かんがい排水事業 かんがい排水事業 16･17･18 年度は、事業無し 
団体営かんがい排水事業 かんがい排水事業 16･17･18 年度は、事業無し 
土地改良事業（融資かんがい排水） かんがい排水事業 16 年度は事業無し 
団体営圃場整備事業 ほ場事業 16･17･18 年度は、事業無し 
非補助融資圃場整備事業 ほ場事業  
県営地域開発関連整備事業 ほ場事業  
団体営土地改良総合整備事業 総合事業 16･17･18 年度は、事業無し 
団体営土地改良総合事業（一般） 総合事業 16･17･18 年度は、事業無し 
団体営土地改良総合事業(区画整理) 総合事業 16･17･18 年度は、事業無し 
団体営基盤整備促進事業（一般） 総合事業 16･17･18 年度は、事業無し 

 (2) 基幹農道整備事業補助金 
事 業 名 事業区分（※） 備 考 

基幹農道整備事業 農道事業  
※ 事業区分の内容 
  農道事業……農道整備事業、かんがい排水事業……かんがい排水整備事業 

ほ場事業……ほ場整備事業（区画整理）、農地事業……農地改良事業 
  総合事業……農道、かんがい排水、ほ場、農地の各事業を実施 
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５ 農道に関する補助事業 （浜松市土地改良事業補助金交付要綱を参照） 
事

業 
区 分 事業 

主体 
事 業 の 方 法 市 補助金の支

払名称 
備  考 

県営 
事業 

県 県が、土地改良区から地元負担

を受け事業を実施する。 土地

改良区は、地元負担金を金融公

庫から借り入れる 

土地改良区の償還

に合わせ、土地改

良区に補助を行う

基幹農道整

備事業補 助 
金 

16･17･18 年

度は、事業無

し 

団体営 
事業 

土地 
改良区 

土地改良区が、国・県からの補

助金と金融公庫からの借入金

により事業を実施する 

土地改良区の償還

に合わせ、土地改

良区に補助を行う

〃 16･17･18 年

度は、事業無

し 
県単独 
事業 

土地 
改良区 

土地改良区が、県からの補助金

と金融公庫からの借入金によ

り事業を実施する 

土地改良区の償還

に合わせ、土地改

良区に補助を行う

〃 16･17年度は、

事業無し 

市単独 
事業 

土地 
改良区 

土地改良区が、市からの補助金

により事業を実施する 
土地改良区に補助

を行う 
〃 16･17･18 年

度は、事業無

し 

農 

道

整

備

事

業 

非 補 助 
融資事業 

土地 
改良区 

土地改良区が、金融公庫からの

借入金により事業を実施する 
土地改良区の償還

に合わせ、土地改

良区に補助を行う

〃  

 
６ 浜松市農林水産部土地改良課は土地改良に関係して、次のような業務を行っている。 
 
１ 三方原用水事業 
 天竜東三河特定地域総合開発計画の一環として、三方原台地を中心とした周辺の低地水田を含めた

5,479ha の耕地に、農業用水を導入する事業として施行されたものである。 
  受益地域（農水）                          (単位:ha)                              

 ２ 天竜川下流用水事業 
  天竜東三河特定地域総合開発計画の一環として、天竜川下流地域の農業・工業・上水道用水等の確

保による地域開発と整備を図るため計画されたものである。特に天竜川沿岸地域は、天竜川の河床低

下により浜名・磐田両用水の取水が困難になったことや、伏流水利用地域の地下水が低下したこと、

また都市排水による用水の汚染により作物の生育障害が現れている現状から、水源の転換と用排水路

の分離が必要となっていた。このような状況に対処するため、天竜川両岸の田畑 12,027ha を受益地と

して、国営及びこれに附帯する県営・団体営事業により実施されたものである。 
  受益地域（農水）                        (単位: ha) 

受 益 面 積  
地域名 田 畑 合 計 

 
用水量 

右岸 浜松市 2,978.8 1,316.2 4,295.0 23.6 ㎥/S 
左岸 磐田市他２市町 5,993.1 1,739.3 7,732.4 21.4 ㎥/S 
計 8,971.9 3,055.5 12,027.4  

３ 浜名湖北部用水事業 
  都田川ダムを水源に浜名湖岸の樹園地 2,427ha に農業用水を供給する事業である。末端の水利用を

進めるための国営附帯県営畑地帯総合整備事業は、昭和 51 年度の三ケ日町尾奈地区の採択から、北尾

奈、引佐細江、都田南部、細江、三ケ日東部、三ケ日中部、引佐、三ケ日北部及び都田北部と順次着

工され、総事業費約 520 億円をもって実施されている。受益地域（農水）は浜松市で地目は果樹園

2,427.1ha 
４ 県単独農業農村整備事業 
（１）かんがい排水路整備事業 
  農業生産基盤整備を図るため、小規模な土地改良事業を対象とし、用排水路の新設･改良を施行する。 
（２）農道整備事業 
  農業の振興を図る地域において、農道の新設・改良・舗装を一体として施行し、農業生産の向上と

経営の安定を図る。 
５ 市単独土地改良事業 
（１）かんがい排水路整備事業 
  未整備の農業用水路を新設・改良し、整備を図るとともに、国営三方原幹線排水路及び用水路の浚

渫等維持管理を行い農業生産性の向上を図る。 
 

畑 地目  
水田 普通畑 果 樹 茶 施設園芸 計 

 
合 計 

浜松市 1,900.8 1,411.1 1,220.8 519.2 427.3 3,578.4 5,479.2
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（２）土地改良施設安全対策事業 
  幼児等の農業用排水路への転落を未然に防止するため、防護柵を設置する。 
（３）農道整備事業  
  近年、農業機械化の進歩が著しく、従来の農道ではその機能が発揮できなくなり、生産性向上の阻

害となっているので、拡巾改良及び側溝、舗装新設を施行する。又、砂利敷、舗装修繕等の維持管理

を行い農業生産性の向上を図る。 
６ 排水機場維持管理事業 
  県営湛水防除事業並びにかんがい排水事業により設置した排水機場の維持管理業務を行い、農作物

を湛水による被害から守り、農業経営の安定を図る。 
７ 基幹水利施設管理事業 
  農業水利施設は、農業生産基盤の重要な施設であり、公共性、公益性が高いため、施設機能の適正

な管理が望まれている。このため、農業用水の安定、農村地域の防災、環境保全等の機能を強化した

管理事業を実施する。 
（対象施設：都田川ダム取水施設、須部頭首工、湖北用水機場） 
８ 土地改良区の指導 

市内土地改良区の工事の設計、施工、指導及び監督並びに土地改良法に基づく設立認可、新規事業

及び換地業務、経理事務全般にわたって指導している。 
９ 農業集落排水事業 詳細略 
１０  県営田園空間整備事業（都田地区親水公園整備事業）  詳細略 
１１ 国土調査事業   詳細略 
１２ 浜松市農村環境改善センター    詳細略 
   
「市単独土地改良事業の手引き書」の記載は次の通り。 
第１（趣旨） 農業の生産性向上と経営の安定を図るために、農業生産基盤の整備及び維持管理におけ

るかんがい排水整備及び農道整備の事業を実施するに必要な事項を定める。 
第２（事業の実施） この事業は、原則的に農業振興地域内において行うものとする。 
第３（事業内容及び採択基準） 事業内容及び採択基準は下記表による。 

区分 工種 事業目的及び内容 採択基準 
維持工事 目的：用水路等の土地改良施設の修繕工事を実施し

て、施設の適正な維持を保つ。 
内容： 
● 用水路の浚渫及び浚渫土の片付 
● 用水路の漏水修繕 
● 農業用ため池の草刈等 

 用水路の浚渫については受益者が行うも

のとするが、暗渠部分等人力での作業が困

難なものは市が行う。 
 用水路及び水田揚水施設の修繕工事は見

積り工事の範囲内のもの。 
 この維持工事費には、畑かん施設に関わ

る一切が含まれない。 
安全施設

(防護柵)設
置工事 

目的：用水路・ため池への転落防止として防護柵を

設置して安全を図る。 
内容： 
● ネットフェンスの設置 

 用水路・ため池に新たに設置するもの。

（排水路は除く） 

か
ん
が
い
排
水
整
備 

用水路改良

工事 
目的：用水路及び用水施設の新設・改良工事を実施

して農業用水の安定的供給を図る。 
内容： 
● 老朽化に伴う用水路の全面改修工事 
● 水源転換による用水路の新設（用排分離による

パイプライン化を含む） 
 ＊用地及び物件移転が関係する場合において、全

て無償とする。 
● 揚水施設の新設及び改修工事 

 補助事業の採択から外れるもの。水田及

び畑地用水を対象とする。 
（受益者分担金） 
・水田用水「暗渠水路のみ」事業費の５％

・畑地用水事業費の 30％ 
＊市単独事業においては、基本的に排水路

に関わる予算は含まれない。 
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区分 工種 事業目的及び内容 採択基準 
維持工事 目的：農道の維持修繕工事を実施して適正な維持を

保つと共に交通の安全を確保する。 
内容： 
● 路面の修繕（舗装修繕・敷砂利） 
● 側溝等の構造物損傷修繕 
● ガードレール等の安全施設設置 
● 山間部における法面の崩土処理 

 基本的に農道認定路線を対象とする。 農
道
整
備 

農道整備工

事 
目的：農道整備工事を実施して、大型農業用機械の

導入及び農産物の輸送の合理化等を図る。 
内容： 
● 農道の新設・拡幅改良工事 

＊ 整備後の道路幅員が 4ｍ以上となるもの。

しかし、地形等の制約を受けて用地の確保が

困難な地域においては、道路幅員の下限を 3
ｍとする。 

＊ 用地有償取得の場合の単価は、「道路新設

改良事業等用地有償取得内規」による。 
＊ 物件移転有償の場合は、「静岡県公共事業

に伴う損失補償基準」による。 
● 農道側溝新設工事 

＊ 既に公道となっているもので、用地提供が

伴わない整備工事は、道路幅員 3ｍ以上のも

のを対象とする。 
＊ 両側側溝設置基準 幅員 4m 以上 

片側側溝設置基準 幅員 4m 未満 
● 農道舗装工事 

＊舗装幅員が 2ｍ以上となるもの。 

補助事業の採択から外れるもの。 
 基本的に農道認定路線を対象とするが、

市道であっても農業用に供しているものに

ついては所管部署と協議して取り扱うこと

ができるものとする。 
 用地・物件が関係する場合、「有償」か「無

償」かは、浜松市土木部の「道路新設改良

事業等用地有償取得内規」による。 

第４（その他） この手引き書は、事業を実施するにおいての一定の基準を示すものである。これにより

がたき場合は、関係部署と協議・調整を図るものとする。
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第９章 土地改良事業 
 
９－２ 土地改良事業地区別完了調書   
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第９章 土地改良事業 
 
９－２ 土地改良事業地区別完了調書   
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第 9 章 土地改良事業 
 
９－３ 土地改良区が有する債務金額 
 
土地改良区は土地改良法を基に組織された法人である。浜松市でも過去に多数の土地改良区が組織され

た。現在も新たな事業を行っている組織は少ないと見られる。土地改良区は多額の債務を有しており、

その額は 108 億円に達する。こうした借入金の返済のため浜松市は補助金を支出している。 
 
 

単位：千円    
Ｈ19 年度以降の償還予定額 

土地改良区名 
元金 利子 合計 

償還完了 
予定年度 

篠原舞阪南部土地改良区 187,850 16,717 204,567 H33 
豊西土地改良区 504,284 45,708 549,992 H31 
灰の木原土地改良区 99,628 6,732 106,360 H28 
伊佐見土地改良区 225,350 23,097 248,447 H31 
浜松市西南部土地改良区 1,711,483 170,356 1,881,839 H43 
浜松市東南部土地改良区 783,948 108,096 892,044 H34 
浜松市東北部土地改良区 51,033 5,378 56,411 H24 
中ノ町第三土地改良区 81,346 6,435 87,781 H25 
都田土地改良区 12,777 1,368 14,145 H24 
豊町上土地改良区 41,326 5,677 47,003 H26 
呉松土地改良区 32,718 4,806 37,524 H26 
都田上土地改良区 342,455 71,124 413,579 H43 
吹上・天王平土地改良区 82,087 15,022 97,109 H34 
浜北土地改良区 1,054,882 135,033 1,189,915 H38 
天竜川明善土地改良区 1,267,894 170,714 1,438,608 H38 
三方原用水土地改良区 514,602 73,616 588,218 H38 
浜名湖北部用水土地改良区 3,846,829 381,232 4,228,061 H43 

合計 10,840,492 1,241,111 12,081,603  
平成 19 年 3 月 31 日現在  

 
 
９－４ 農林水産業費の目別集計結果から土地改良区に対する支出を抽出した表 



 
4－ 100 

第 9 章 土地改良事業 
 
９－５ 土地改良区決算書 
 
９－５－１ 収入 
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第 9 章 土地改良事業 
 
９－５ 土地改良区決算書 
 
９－５－２ 支出 
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第 9 章 土地改良事業 
 
９－５ 土地改良区決算書 
 
９－５－３ 特別会計 
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第 9 章 土地改良事業 
 
９－５ 土地改良区決算書 
 
９－５－３ 特別会計 
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第 9 章 土地改良事業 
 
９－５ 土地改良区決算書 
 
９－５－３ 特別会計 
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第９章 土地改良事業 
 
９－６ 浜名湖北部農業水利事業概要書より 
 
浜名湖北部用水土地改良区の事業内容を決算書から引用すると次の通り。 
 
浜名湖北部用水土地改良区 
昭和50年11月12日設立認可（知事） 
総代会（議決機関）定数 64人 組合員 3,082人 
理事会（執行機関）定数 18人 監事会（監査）定数        3人 
国営浜名湖北部農業水利事業 
総事業費 215億円 工期 昭和50年～平成元年度 
県営畑地帯総合土地改良事業 
総事業費 517億4,909万円 工期 昭和51年～平成20年 
管理 
１．都田川ダム（農地防災・農業用水・上水道用水・三者共有施設）…静岡県管理 
２．都田川ダム取水施設（農業用水・上水道用水・二者共有施設）・須部頭首工及び湖北場水機場（農業用水専用施設）…

浜松市・細江町・引佐町・三ヶ日町の共同管理（基幹水利施設管理事業に基づく管理―土地改良区管理作業） 
３．国営幹線水路等（農業用水専用施設）…土地改良区管理 
４．県営畑地かんがい施設（農業用水専用施設）…土地改良区管理（一部水利組合管理） 
関連事業 
１．都田川ダム 総事業費128億円 工期 昭和43年～昭和61年 

名

称 都田川ダム 位置 
左岸 静岡県引佐郡引佐町東久留米木新田 
右岸 静岡県引佐郡引佐町川名 

流域面積 貯水量 
 形式 

直接 間接 
堤高 堤長 堤体積 

基礎

地盤

地質 総貯水量 有効貯水量 

備考 

㎥ 
10,340,000 

防災

5,460,000 
農水

3,460,000 

堤

体 
中心ｺｱ型 
ﾛｯｸﾌｨﾙﾀﾞﾑ 

K㎡

56
K㎡ 
－ 

ｍ 
55.00 

ｍ

170.00
㎥

707,620
黒色

片岩 
㎥ 

12,020,000 

上水

1,420000 

都田川ダムは 
防災、農水、上

水共同 

 
形式 排水量 備考  型式 取水量  形式 放流量 取水施設は 

農水、上水共同

余

水

吐 

ｵﾘﾌｨｽ式及び

横越流堰式 
(常用、非常

用) 

㎥/s
1.420

 取水

施設 
斜樋 最大3.5㎥/s 

(農水1.481 
上水0.42 
河川放流量

1.503) 

放流

施設 
ｵﾘﾌｨｽ式 
(非常用） 

Qmax 
 9.96㎥/s 

（ ）内は内数
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第９章 土地改良事業 
 
９－７ 農業委員会の業務 
 
土地改良区が実施した土地改良区域内には農業放棄された農地が相当面積見られる。本来、こうした農業放棄地に対す

る対策や改善は農業委員会の仕事ではないかと認められる。農業委員会が行う業務は農業委員会法第6条に規定されて

おり、法律上3つに区分されている。 
 
【1】農業委員会法第6条1項にもとづく法令業務 
1 農地法にもとづく業務 

(1) 農地の権利移動の審査・許可業務（売買・貸し借りは農業委員会が許可） 
(2) 農地転用の審査・許可業務 
(3) 小作地の所有制限に関連する業務 
(4) 農地等の賃貸借解約等の業務 
(5) 和解の仲介の業務 
(6) 農業生産法人の要件確認と指導等 
(7) 標準小作料の設定等の業務 
(8) 農地法にもとづくその他の業務 

農地法にもとづいて農業委員会が行う業務は次のとおりです。 
(1) 土地または立木についての利用件設定の協議に係る事前承認、承認申請に係る相手方等の意見の聴取、承認の

通知及び公示 
(2) 利用権設定の協議不調の場合における裁定申請の公示、相手方への通知 
(3) 利用権設定の協議不調における裁定 
(4) 未墾地を国で買収すべき旨の申し出 
(5) 買収適地の公示及び縦覧 
(6) 未墾地買収令書謄本受理の場合の公示及び縦覧 
(7) 未墾地買入申込書の提出があった場合の売渡土地等の決定及び関係書類の知事への送付 

2 農業経営基盤強化促進法にもとづく業務 
(1) 農用地利用集積計画の決定の業務 
(2) 認定農業者への利用権の設定等の促進 
(3) 農業生産法人の構成員要件の特例のための「農業経営改善計画」の認定に関する業務 
(4) 遊休農地解消に向けた業務 
(5) 嘱託登記の業務 

3 特定農地貸付法・市民農園整備促進法にもとづく業務 
(1) 特定農地貸付法の業務 
(2) 市民農園整備促進法の業務 

4 農業振興地域整備法にもとづく業務 
(1) 農業振興地域整備計画の業務 
(2) 交換分合等の業務 

5 土地改良法にもとづく業務 
(1) 土地改良事業に参加の資格者認定の業務 
(2) 交換分合の業務 

6 独立行政法人農業者年金基金法の業務 
7 租税特別措置法の業務（証明事務） 
8 土地区画整理法の業務 
9 その他法令にもとづく業務 
【2】農業委員会法第6条2項にもとづく農業振興業務 
1 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する業務 
2 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する業務 
3 法人化その他農業経営の合理化に関する業務 
4 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査・研究の業務 
5 農業及び農民に関する情報提供の業務 
【3】農業委員会法第6条3項にもとづく意見の公表、建議、答申 
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農業委員会の区域・委員数及び事務局 
 

 浜松農業委員会 浜北農業委員会 引佐農業委員会 天竜農業委員会 

区域 中区･東区･西区･南区･北区(細江地域自治区・引佐

地域自治区・三ケ日地域自治区を除く) 
浜北区 北区（浜松北地域自

治区を除く） 
天竜区 

農業委

員数 

選挙   33人 
選任     9人 
合計   42人 
(選任内訳) 

議会   4人 
 改良区  1人 
 農協   3人 
 農業共済 1人 

選挙   18人 
選任    7人 
合計   25人 
(選任内訳) 

議会   4人 
 改良区  1人 
 農協   1人 
 農業共済 1人 

選挙   21人 
選任    7人 
合計   28人 
(選任内訳) 

議会   3人 
 改良区  1人 
 農協   2人 
 農業共済 1人 

選挙   21人 
選任    6人 
合計   27人 
(選任内訳) 

議会   4人 
 農協   1人 
 農業共済 1人 

委員会

の所在 

浜松市中区元城町103番地-2  
事務局所在地 
浜松市中区元城町216番地-18 大同生命ﾋﾞﾙ1階

浜松市浜北区西美薗

６番地 
浜松市北区細江町気

賀305番地 
浜松市天竜区二俣町

二俣481番地 

事務局

職員 

局長      1人 
次長      1人 
農業振興ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6人 
農地ｸﾞﾙｰﾌﾟ   9人 

局長    1人 
補佐    1人 
事務局   4人 

局長    1人 
補佐    1人 
事務局   3人 

局長    1人 
事務局   2人 
地域自治ｾﾝﾀｰ併任 
      4人 
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第９章 土地改良事業 
 
９－８ 総農家数、自給的農家、販売的農家数、耕作放棄地、土地持ち非農家の耕作放棄地 
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第９章 土地改良事業 
 
９－９ 農業振興地域制度について 
 
土地改良区にありながら、耕作放棄地が広く分布し、土地改良投資が無駄になっている。土地改良区と土

地改良事業との関係を農業振興地域制度の解説を通して追ってみる。 
 
農業振興地域制度については、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日法律第58号)に拠る。 
１ 法の目的と制度の原則 

自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域

について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業

の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に供することを目的とする（法第 1 条）。 
農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定は、農業の健全な発展を図るため、…農業の近

代化のための必要な条件をそなえた農業地域を保全し及び計画すること並びに当該農業地域について

農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策を計画的に推進することを旨として行うものとす

る（法第 2 条） 
２ 農業振興地域の指定 

農業振興地域は都道府県が指定する。市街化区域には農業振興地域を指定できない。 
浜松市の場合は、市街化調整区域のほとんどが農業振興地域である。しかし、初生町と旧可美村には、

市街化調整区域でありながら農業振興地域でない土地もある。 
３ 農業振興地域整備計画の策定 

農業振興地域整備計画は市町村が策定する。農業振興地域整備計画の中に農用地利用計画があり、農

用地区域（いわゆる青地）を定め、農業振興地域整備計画達成へ向けて以下のような制度が設けられて

いる。 
  ・農業振興施策の計画的・集中的実施  

農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策については、農業振興地域整備計画に基づき

計画的かつ集中的に実施される。 
  ・交換分合 

農用地区域からの除外が見通される場合等に、同区域内の農用地等の農業上の効率的な利用を確

保するため市町村が交換分合計画を策定し農用地等を交換、分割、合併する仕組 
（線引き関連交換分合等） 

・協定制度 
土地所有者等は、市町村の許可を受けて畜舎、たい肥舎等汚水の排水により周辺の農用地等の営

農環境に影響を与える施設について適切な土地の区域に配置する協定を締結することができる。土

地所有者又は農業用用排水施設、農業集落排水施設又は集会施設の利用者は、施設維持運営に関す

る協定を締結し、市町村の認定を受けることができる。 
・土地利用に関する勧告 

農用地区域内の土地が農用地利用計画において指定した用途に供されていない場合、市町村長は

指定した用途に供すべき旨を勧告することができる 
・開発行為の制限 
・税制優遇措置 

農用地区域とは、市町村がおおむね 10 年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として農業

振興地域整備計画の中の農用地利用計画において定めた次のような土地である。 
① 20ha 以上の集団的農用地 
② 土地改良事業の対象地 
③ 農業用施設用地（2ha 以上のもの又は①、②に隣接するビニールハウス、酪農施設等） 
④ 地域の農業振興を図る観点から農用地区域に含める必要がある土地 
（例）野菜団地、果樹団地、棚田等 
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４ 農業振興地域整備計画の変更 
農業振興地域整備計画の変更は、定期変更と随時変更と軽微変更がある。 
定期変更は、おおむね 5 年ごとに行なわれる基礎調査に基づくものである。 

随時変更は、個別の事業計画者の申出を受け付け、市が審査して農用地利用計画の変更案を作成し、県

知事との協議・合意を得て、農用地区域からの除外をするものである。 
軽微変更は、農業用施設の建設等のために、農用地利用計画を変更するものである。 
随時変更の要件は、次のようになっている。 
・ 土地改良法に基づく非農用地区域を設置する場合 
・ 優良田園法に基づく優良田園住宅を建設する場合、農村地域工業等導入促進法、リゾート法等の

地域整備法に基づく計画に位置付けられた施設を建設する場合 
・ 公用公共用地としてやむを得ず農用地区域内の土地をあてる必要が生じた場合 
・ 地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に定められた施設を建設する場合 
・ 農業振興地域整備計画に定められた施設を建設する場合 

  上記の理由以外で農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域か

ら除外するときは、優良農地を確保し、また、地域の営農環境等に支障を及ぼさないなど観点から、次

の 4 つの要件すべて満たす場合に限って行うことができる。 
①農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと 
地域の土地利用の状況からみて、不要不急の用途に供するものでなく、かつ、通常必要と認めら

れる規模であること 
農用地区域以外において代替する土地がないこと 
②農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと 
周辺部の営農環境に支障がないこと 
農地等の集団性を損なうものでないこと 
土地利用の混在が生じないこと 

③土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと 
ため池、農業用用水路等の毀損や用排水の停滞、汚濁水の流入等が生じないこと 

④農業生産基盤整備事業完了後 8 年を経過しているものであること 
土地改良事業実施中、又は工事完了公告後 8 年未満ではないこと 



 
4－ 111 

第９章 土地改良事業 
 
９－１０ 農業委員会委員の報酬について 
 
農地の利用に関する業務は農業委員会が負っている。農業委員会委員の報酬を他の行政委員会の報酬

と比較してみる。農業委員会委員の報酬は「浜松市教育委員会委員等の報酬及び費用弁償並びにその

支給条例」で定められている。 
 
第 1 条（目的）この条例は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 203 条の規定により浜松市教育

委員会委員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的

とする。 
第 2 条（報酬の額）教育委員会委員等の報酬の額は、次のとおりとする。 
 (1) 教育委員会委員長 月額 110,000 円 
 (2) 教育委員会委員（教育長を兼ねる委員を除く。） 月額 81,000 円 
 (3) 選挙管理委員会委員長 月額 81,000 円 
 (4) 選挙管理委員会委員 月額 59,000 円 
 (5) 地方自治法第 189 条第 3 項の規定により臨時に選挙管理委員会委員に充てられた補充員 日額 

8,800 円 
(6) 人事委員会委員長 月額 189,000 円 
(7) 人事委員会委員 月額 164,000 円 
(8) 見識を有する者から選任された監査委員（常勤の者を除く。） 月額 164,000 円 
(9) 市議会議員から選任された監査委員 月額 59,000 円 
(10) 浜松農業委員会会長 月額 75,000 円 
(11) 浜松農業委員会以外の農業委員会の会長 月額 46,000 円 
(12) 浜松農業委員会副会長 月額 52,000 円 
(13) 浜松農業委員会以外の農業委員会の副会長 月額 32,000 円 
(14) 浜松農業委員会委員 月額 44,000 円 
(15) 浜松農業委員会以外の委員 月額 27,000 円 
(16) 固定資産評議委員会委員長 日額 12,900 円 
(17) 固定資産評議委員会委員 日額 11,900 円 

２ 日額の報酬を受ける者が 8 時間を越えて勤務した場合における報酬の額は、その超えて勤務した時間に

対して勤務 1 時間につき 1,225 円を前項に規定する報酬の日額に加算した額とする。




